
滋賀県女性活躍推進企業 建設業

※（）内および内側の円グラフは基準値です。基準値とは、項目達成のためのボーダーラインであり、国の統計調査等に基づく全国平均値です。

実施している取組

整えている制度

企業プロフィール

※本企業情報ページの公表内容は、企業・団体等からの申請によるものです。

認 証 期 間 令和8年（2026年）2月6日 ～ 令和10年（2028年）2月5日

初回認証日 令和8年（2026年）2月6日 （一つ星企業　　滋賀県R7の2認証第31号）

所　在　地 滋賀県草津市若竹町8-4

電 話 番 号 077-562-3088 F A X 番号 077-562-4931

会　社　名 株式会社 伊藤工務店

時間単位または半日単位で年次有給休暇制度を利用可能です。 年次有給休暇の他にも、特別に設けられた有給休暇制度があります。

非正規から正規雇用への 転換制度
パート、期間契約社員などの非正規雇用から正規雇用への登用制度
があります。

柔軟に活用できる 年次有給休暇制度 特別な有給休暇制度

残業を減らすための取組 研修等や 教育訓練機会の整備

所定外労働を減らすための取組を行っています。
女性の活躍を推進するために、研修への参加等に積極的に取り組んで
います。

仕事と家庭の両立を支援し、結婚や妊娠･出産、介護など生活の変化に合った
柔軟な働き方の導入や各種休暇制度の整備をし女性だけでなく、男性も長く働き続けられる環
境づくりに取り組んでおります。
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